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第１５７回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料 
 

２ ０ ２ １年 ８ 月 ４ 日 
東 北 電 力 株 式 会 社 

 
女川原子力発電所の状況について 

 
１．各号機の状況について（２０２１年６月末時点） 
（１）１号機 
 ２０２０年７月２８日より，廃止措置作業を実施中。（詳細は別紙１参照） 
 ２０２１年３月４日より，廃止措置期間中における第１回定期事業者検査を実施中。 
 今期間中に発見された法令に基づく国への報告が必要となる事象，ならびに法令に基づく

国への報告を必要としないひび，傷等の軽度な事象なし。 
 

（２）２号機 
 ２０１０年１１月６日より，第１１回定期事業者検査を実施中。 
 プラント停止中の安全維持点検として，原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持

するために必要な系統の点検を行うとともに耐震工事等を実施中。 
 今期間中に発見された法令に基づく国への報告が必要となる事象，ならびに法令に基づく

国への報告を必要としないひび，傷等の軽度な事象なし。 
 

（３）３号機 
 ２０１１年９月１０日より，第７回定期事業者検査を実施中。 
 プラント停止中の安全維持点検として，原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持

するために必要な系統の点検を実施し，健全性を確認した。現在，主な作業として，耐震
工事等を実施中。 

 今期間中に発見された法令に基づく国への報告が必要となる事象，ならびに法令に基づく
国への報告を必要としないひび，傷等の軽度な事象なし。 

 
２．新たに発生した事象に対する報告 

特になし 
 

３．過去報告事象に対する追加報告 
（１）２０２１年２月１３日の福島県沖を震源とする地震，３月２０日宮城県沖を震源とする地震

ならびに５月１日宮城県沖を震源とする地震後に確認された発電所設備等被害への対応状況 
 各地震において，女川原子力発電所では，安全上重要な設備に異常はなく，周辺への放射

性物質の影響もなかった。 

資料−４ 
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（第１５６回女川原子力発電所環境調査測定技術会報告済み） 
 発電所主要設備への軽微な被害が６件確認され，そのうち４件は既に復旧している。引き

続き，残り２件の復旧作業等を継続して実施していく。（詳細は別紙２参照） 
 

４．その他 
（１）原子力規制検査における評価結果について 
 ２０２１年５月１９日，原子力規制委員会から２０２０年度第４四半期の原子力規制検査※１

の結果が公表され，１〜３号機に対する指摘事項はなかった※２。 
 ２０２１年７月２８日，原子力規制委員会から２０２１年度第１四半期の原子力規制検査※１

の結果が公表され，１〜３号機に対する指摘事項はなかった。 
 
※１ ２０２０年４月より新たに開始された検査制度であり，事業者の保安活動を対象に，発電所に常駐

する原子力規制庁の運転検査官が常時検査を行うもの。抽出された気付き事項の中から指摘事項に
該当する案件の有無が確認され，指摘事項に該当する案件がある場合は，その重要度および深刻度
の評価が行われる。 

※２ ２０２０年度は第１四半期に指摘事項１件（女川２号機管理区域内における作業員の微量な放射性
物質の体内への取り込み（第１５３回女川原子力発電所環境調査測定技術会報告済み）），第２四半
期および第３四半期は指摘事項なし 

 
（２）女川原子力発電所２号機の耐震評価に用いる基準地震動のうち「震源を特定せず策定する地

震動」に係る新規制基準改正への対応について 
 ２０２１年４月２６日に原子力規制委員会より受領した指示文書※３に基づき，２号機におい

て，新たに策定した「震源を特定せず策定する地震動」の標準応答スペクトルが，基準地震
動を下回ることを確認した。 

 このため，２０２１年５月２０日，２号機について，基準地震動の変更が不要であることを
説明する文書を，同委員会に提出した。 
 

※３ ２０２１年４月２１日，原子力規制委員会において，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，
構造及び設備の基準に関する規則の解釈」等の一部が改正された。これを踏まえ，基準地震動の策
定にあたり考慮する「震源を特定せず策定する地震動」において，新たに策定された標準応答スペ
クトルに基づく評価を求める指示文書を原子力規制委員会より受領したもの。 

 
（３）女川原子力発電所における協力企業従業員の新型コロナウイルス感染症への感染について 
 前回（２０２１年５月１３日）の女川原子力発電所環境調査測定技術会報告以降，新たに 

女川原子力発電所に勤務する協力企業従業員８名の感染が確認され，これまで協力 
企業従業員１７名の感染が確認されている。 

 女川原子力発電所の運営に必要な要員は確保されており，影響はない。引き続き，新型コロ
ナウイルスの感染防止対策を実施するとともに，所管する保健所のご指導のもと，関係機関
と連携を図りながら，感染拡大の防止に努めていく。 
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（４）女川原子力発電所２号機の制御建屋内における体調不良者の発生について 
 ２０２１年７月１２日，２号機の制御建屋内において，硫化水素を吸い込んだことにより，

協力企業従業員７名の体調不良者が発生した。 
 本事象は，１号機廃棄物処理建屋において，洗濯廃液※４を貯留するタンク内の硫化水素の発

生を抑制するため，空気注入による攪拌作業を行っていたところ，硫化水素がタンクに接続
される配管を通じて２号機の制御建屋内に流れ込み，当該従業員が吸い込んだことによるも
のと推定している。（建屋配置の平面図は別紙３参照） 

 今後，労働基準監督署の指導も踏まえながら，原因を究明の上，再発防止に努めていく。 
 

※４ 管理区域内で使用した被服等の洗濯で生じる廃液 
 
（５）女川原子力発電所２号機における非常用ガス処理系の計画外の作動について 
 ２０２１年７月１６日，２号機の安全対策工事に伴う原子炉建屋２階の配管工事において，

配管溶接部などの欠陥の有無を確認するために放射線透過試験※５を実施していたところ，こ
の試験により発生させた放射線を，原子炉建屋原子炉棟排気放射線モニタ※６（以下，「放射
線モニタ」という）が検知し，非常用ガス処理系※７が作動した。なお，本事象による発電所
周辺への放射能の影響はなかった。（事象概要図は別紙４参照） 

【事象発生の原因】 
本事象は，放射線透過試験の実施にあたり，非常用ガス処理系が作動しないよう，あらかじめ

放射線モニタからの信号を発信させないための隔離処置※８を講じていなかったことにより発生
したもの。 

放射線モニタの隔離処置を講じる必要がある場合は，保修作業担当グループからの依頼に
基づき，運転管理担当グループが実施するが，運転管理担当グループにおいて，隔離処置など
の作業内容を記載した書類の確認が不足していたことによるものと推定した。 

なお，現場での作業は手順どおり行われていることを確認している。 
【再発防止対策】 

運転管理担当グループにおいて，以下の再発防止対策を実施する。 
・ 作業内容を記載した書類について，隔離処置の有無が視覚的に識別できるように改善

する。 
・ 勤務開始時のミーティングにおいて，当日の作業内容を確認する際，各作業における

隔離処置の有無についても確認する。 
・ 作業内容の確認時においては，運転管理担当グループ内で隔離処置の内容のダブルチ

ェックを実施する。 
また，上記の再発防止対策に加え，以下の取り組みをあわせて実施する。 

・ 作業開始にあたり，保修作業担当グループと運転管理担当グループは，相互に隔離処
置の実施状況を確認しあうことについて，発電所の全所員に対して周知し徹底してい
く。 
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※5 放射線（ガンマ線など）を利用して配管溶接部などの欠陥の有無を確認する作業 
※6 原子炉建屋内に放射性物質の放出を伴う事故が起きた際，放射線の上昇を検知し，非常用ガス処理系

の自動起動のための信号を発信するモニタ。具体的には，放射線の上昇を検知した場合に原子炉建屋
換気空調系を隔離し，非常用ガス処理系を自動起動させる機能を有している 

※7 原子炉建屋内に放射性物質の放出を伴う事故の際，原子炉建屋内を外部の大気圧に比べて負圧にした
上で，建屋内のガス（空気）の放射性物質をフィルタで除去し，排気筒を通じて排出することで，外
部への放射能による影響を低減する設備。 

※8 作業による他系統・設備への影響・波及を防止するために作業前に講じる処置 
 
（６）女川原子力発電所１号機の第 1 回定期事業者検査の終了について 
 １号機は，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき，廃止措置期間

中においても性能を維持すべき発電用原子炉施設（性能維持施設）について，健全性を確認
するため，２０２１年３月１９日※９より第１回定期事業者検査を実施していたが，７月１６
日に終了した。 

 ７月２７日，定期事業者検査が終了したことに伴い，１号機の「定期事業者検査報告書（定
期事業者検査終了時）」を原子力規制委員会へ提出した。また，「女川原子力発電所第１号
機 第１回定期事業者検査（廃止措置段階）報告書」をとりまとめ，宮城県，女川町，石巻
市ならびに登米市，東松島市，涌谷町，美里町，南三陸町に提出した。 

 
※9 原子炉等規制法に基づき原子力規制委員会へ提出した，定期事業者検査報告書（定期事業者検査終了

時）に記載の検査実績を反映 
 

以 上 
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女川原子力発電所１号機の状況について 
 
１．廃止措置工程について 

・1 号機の廃止措置は，全体工程（34 年）を 4 段階に区分して実施。 
・2020 年 7 月 28 日，廃止措置に係る作業に着手し，現在は第 1 段階の作業を実施。 
・2021 年 3 月 4 日，廃止措置期間中における第１回定期事業者検査を開始。主な検査として  

放射性廃棄物の廃棄施設，発電所補助設備の外観検査や機能・性能検査等を実施。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

注）第 2 段階以降に実施する主な作業の詳細については，第 1 段階の中で実施する「汚染状況の調査」の結果等を踏まえて策定すると
ともに，あらためて廃止措置計画の変更認可申請を行うこととしている。 

 
２．廃止措置（第１段階）における作業状況の報告について 

項目 主な作業内容 

燃料搬出 
· １号機から発生した使用済燃料や未使用の燃料に関する搬出工程を 

検討中 

汚染状況の調査 

· 機器や配管の表面に付着した放射性物質による汚染状況を評価中
(2020/11/2〜2022/3/25(予定）) 
· 汚染レベル別の放射性廃棄物量算出のため，解体廃棄物量を調査中 

(2021/4/12〜 解体廃棄物量評価（タービン建屋内機器）に着手) 

汚染の除去 
· 放射性物質による汚染が想定される機器や配管について，除染箇所，

除染方法の検討中 

設備の解体撤去 
· 放射性物質による汚染のない区域に設置されている設備の解体範囲を

検討中 
放射性廃棄物の処理
処分 

· 汚染状況の調査や設備の点検等に伴って発生した雑固体廃棄物等の放
射性廃棄物を，圧縮減容等により処理し，固体廃棄物貯蔵所に保管中 

その他 特になし 

 

以上 

別 紙 １ 
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2021 年 2 月 13 日福島県沖を震源とする地震，3 月 20 日宮城県沖を震源とする地震ならびに 5 月 1日宮城県沖を震源とする
地震後に確認された所見一覧および対応状況（2021 年 6 月 30 日現在） 

 
 
 

【主要設備への軽微な被害】 

№ 号 機 場 所 件 名 事象の概要 写 真 対応状況 

1 全号機 屋 外 

 

変圧器避圧弁の 

油面揺動に伴う動作

2月 13 日地震 

3 月 20 日地震 

5 月 1 日地震 

・2月 13 日，3月 20 日の地震の揺れにより変圧器内の油が揺

動し，計６台の変圧器の避圧弁※が動作した。 

・動作した２，３号機の変圧器５台について，4月 23 日まで

に部品を新品のものに交換し，復旧していたが，5 月 1 日の

地震により復旧した５台が再度動作した。 

・避圧弁が動作した変圧器は運転に必要な油量が確保されて

おり，使用可能な状態であることから，本事象による発電所

の安全性への影響はない。 

・現在，２，３号機の避圧弁について，部品を新品のものに

交換中である。 

 

※変圧器の内部故障による器内圧力上昇時，機器の損傷を防止する

ため内部の圧力を低減する安全弁。これまでも 2011 年 3 月 11 日

東北地方太平洋沖地震等の地震の揺れによる動作を確認している。 

 

対応中 

 

 

 

 

 

別
 紙

 ２
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№ 号 機 場 所 件 名 事象の概要 写 真 対応状況 

2 
２，３

号機 
屋 外 

放水口モニタの停止

2月 13 日地震 

・地震発生後，海水サンプリング用の水中ポンプが停止し，

放水口モニタ※のデータが欠測した。 

・点検の結果，地震の揺れの影響により警報が発生し，水中

ポンプが停止したものと推定。設備に異常がないことを確

認後，水中ポンプを起動し，２月１４日４時００分の

データから伝送を再開した。 

・データが欠測した期間において，放水口からの液体廃棄

物および放射性物質の放出がなかったことを確認してい

る。 

※発電所の放水口から放出される液体中の放射性物質の有無を連

続的に測定している設備。 

 2 月 14 日

対応済 

(第 156 回 

女川原子力

発電所環境

調査測定技

術会報告済) 

3 ３号機 
タービン 

建屋 

ブローアウトパネル 

の開放 

2 月 13 日地震 

・2 月 13 日の地震の揺れによりブローアウトパネル※が開

放状態になった。 

・当該パネルは，万一，タービン建屋内圧力が上昇した際，建屋

の損傷を防止するために開放する設備であり，本事象に

よる発電所の安全性への影響はない。 

・部品交換等を行い，4 月 9 日に当該パネルを閉止し復旧

した。 

※建屋内の圧力が上昇した時に押し出されて開放し，建屋内の圧

力を減圧するための設備。 

 

4 月 9 日 

対応済 

(第 156 回 

女川原子

力発電所

環境調査

測定技術

会報告済) 

開放状態 

復旧後 
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№ 号 機 場 所 件 名 事象の概要 写 真 対応状況 

4 ３号機 屋外 

除塵機の 

電源ユニット故障 

2 月 13 日地震 

・2月 13 日の地震の揺れにより４台中１台の除塵機※で電源

ユニット内の電磁接触器が損傷し，電源が入らない状態と

なった。 

・除塵機の停止により海水中の塵かいを除去できない状態 

が継続した場合でも，直ちに取水に影響するものではなく，

本事象による発電所の安全性への影響はない。 

・新品の電源ユニットに交換を行い，4月 21 日に復旧し

た。 

※海水の取水時に塵かいを取り除く設備。 

 

4月 21日 

対応済 

(第 156 回 

女川原子

力発電所

環境調査

測定技術

会報告済) 

5 共用 屋外 

大容量電源装置に 

おける故障警報の 

発生 

2 月 13 日地震 

・地震の揺れの影響により，３台中１台の大容量電源装置※に

おいて，故障を示す警報が発生した。 

・点検の結果，警報発生の原因は状態監視用のデータ伝送の不

良による一過性の事象であるものと推定。 

・２月１７日に試運転を行い，大容量電源装置の運転に問題

がないことを確認した。 

・地震発生時，外部電源や非常用ディーゼル発電機が確保され

ていたことから，本事象による発電所の安全性への影響はな

い。 

※東北地方太平洋沖地震後に自主設備として緊急的に設置した電

源設備。 

 

2 月 17 日 

対応済 

(第 156 回 

女川原子

力発電所

環境調査

測定技術

会報告済) 
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№ 号 機 場 所 件 名 事象の概要 写 真 対応状況 

6 ３号機 
原子炉

建屋 

使用済燃料プール

等へのボルト類の

落下 

2 月 13 日地震 

3 月 20 日地震 

5 月 1 日地震 

・2月13日，3月20日の地震の揺れにより，原子炉建屋最上階

の天井付近に設置している点検用足場から，１３本のボル

トならびに付随するナット・ワッシャが脱落し，その一部が

床面および使用済燃料プール内に落下していることを確認

した。 

また，3月20日の地震では，当該点検用足場の構成部材と思

われる落下物を，床面に１個，および使用済燃料プール内に

１個確認した。 

・放射線モニタの指示値や使用済燃料プール水の分析結果に異

常はないこと，落下物が軽量な部品であることから，本事象に

よる燃料集合体への影響はない。 

・使用済燃料プールへのボルト等の異物混入防止を図る観点か

ら，点検用足場下部および使用済燃料プール上部に養生シ

ートを設置した。 

 なお，点検用足場下部の養生シートについては，点検用足場

の撤去作業に伴い撤去した。 

・6月28日から点検用足場の撤去作業を開始した。 

足場撤去作業前に詳細点検を行ったところ，5月1日の地震の

揺れによるものと推定される７本（累計20本）のボルトなら

びに付随するナット・ワッシャの脱落を確認した。 

また，点検用足場の９箇所に構成部材の欠損を確認した。こ

のうち２箇所は，3月20日の地震で確認した構成部材の落下

物の欠損箇所と推定している。 

・今後，使用済燃料プール内について，水中カメラ等を用い

て点検を行い，落下物の回収を実施していく。 

・なお，１，２号機原子炉建屋最上階には同様の点検用足場

がなく，同様の事象は発生していない。 

 

対応中 

以 上 

ボルトの脱落箇所（例） 

養生シート設置時の状況 

(点検用足場下部) 

養生シート設置状況 

(使用済燃料プール上部) 

点検用足場の構成部材

欠損箇所（例） 



女川原子力発電所２号機の制御建屋内における体調不良者の発生について

【１F】
入退域エリア

【２F】
女性用更衣室
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作業員
②⑦

作業員
③④⑤⑥
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建屋配置の平面図

攪拌作業を行っていた洗濯廃液を貯留するタンクに接続
された配管を通じ，上記エリア等に硫化水素が流れ込んだ
ものと推定（詳細な経路等は現在調査中）

作業員
①

●：体調不良者が異臭を感じた主な場所

別
紙
３



女川原子力発電所２号機における非常用ガス処理系の計画外の作動について
別
紙
４
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事象概要図


